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いよいよ
第4次再審請求の出番

◆「免訴」でなく「無罪判決」を

橋本 進

く
さ

い
物

に
蓋

の
免
訴
判
決

横
浜
事
件

・
第
二
．次
請
求
に
よ
っ
て

始
ま
っ
た
再
審
公
判
に
お
い
て
、
昨
年

２
月
、
横
浜
地
裁
は
免
訴
判
決
を
下
し

た
。
特
高
の
残
虐
な
拷
間
に
よ
る
大
規

模
な
事
件
捏
造
、
検
察

・
裁
判
所
の
追

認
と
い
う
総
ぐ
る
み
の
国
家
犯
罪
の
実

体
を
明
ら
か
に
し
、
真
実
と
正
義
を
貫

く
と
い
う
任
務
と
責
任
か
ら
、
地
裁
は

脱
走
し
た
の
で
あ

っ
た
。

本
年

１
月
、
控
訴
審

に
お

い
て
、

東
京
高
裁
は
横
浜
地
裁
を
上
回
る
形
式

論
で
、
再
び
免
訴
判
決
を
行

っ
た
。
「お

よ
そ
免
訴
の
判
決
は
、
…
…
被
告
人
を

刑
事
裁
判
の
手
続
き
か
ら
解
放
す
る
も

の
で
」
「被
告
人
は
も
は
や
処
罰
さ
れ

る
こ
と
が
な
く
な
る
」
か
ら
、
無
罪
判

決
を
求
め
て
上
訴
し
て
も

「利
益
」
は

な
く
、
不
適
法
と
い
う
の
だ
。
完
全
な

論
理
の
す
り
替
え
で
あ
る
。
請
求
人
は

処
罰
を
お
そ
れ
て
申
し
立
て
た
の
で
は

な
い
。
不
当
拘
禁

・
拷
間

。
有
罪
判
決

と
い
う

「不
利
益
」
を
受
け
た
か
ら
再

審
せ
よ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第

四
次
請
求
審

の
意
義

右
第
二
次
再
審
の
進
行
中
、
第
四
次

請
求
弁
護
団
は
、
既
報
の
よ
う
に
、
検

事
意
見
書

へ
の
反
論
、
求
釈
明
書
、
請

求
人
意
見
書
、
数
次
の
補
充
書
提
出
、

裁
判
所

（検
事
も
出
席
）

へ
の
要
望

・

協
議
を
行
っ
た
。

横
浜
地
裁
の
態
度
決
定
も
、
も
う
こ

れ
以
上
の
遅
れ
は
許
さ
れ
ま
い
。
い
よ

い
よ
第
四
次
請
求
審
の
出
番
で
あ
る
。

弁
護
団
は
裁
判
所
に
対
し
、
私
た
ち

が
求
め
る
の
は
あ
く
ま
で
原
告
有
罪
判

決
の
破
棄
、
無
罪
判
決
の
言
い
渡
し
で

あ

っ
て
免
訴
で
は
な
く
、
中
心
課
題
は

横
浜
事
件
全
体
の
中
核
で
あ
る
泊
事
件

の
捏
造
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
き
た
。

弁
護
団
は
０
当
時
の
裁
判
所
す
ら
認

め
た
泊
会
議
の
虚
構

（判
決
で
全
面
削

除
し
た
）
、
②
細
川
論
文
が
共
産
主
義

的
啓
蒙
論
文
と
は
特
高
の

一
方
的
決
め

つ
け
、
こ
れ
ま
た
虚
構
の
証
明
を
軸
に
、

事
件
の
本
質
解
明
を
め
ざ
し
、
鑑
定
書

執
筆
者
、
今
井
清

一
、
荒
井
信

一
、
波

田
野
澄
雄
氏
の
各
証
人
、
ほ
か
橋
本
進

証
人
の
尋
間
を
要
望
し
て
い
る
。

日
の
丸

。
君
が
代
の
強
制
に
よ
る
自

由
侵
害
、
ビ
ラ
入
れ
逮
捕
の
表
現
の
自

由
侵
害
、
教
育
基
本
法
改
悪
に
続
く
憲

法
改
悪
の
危
機
の
い
ま
、
第
四
次
請
求

の
た
た
か
い
の
意
義
は
大
き
い
。
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会
費
更
新
の
お
願
い

引
き
続
き
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
更
新
の
方
に
は
、
振
替
用
紙
を
同
封
い
た
し
ま
し
た
。
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第 1次請 求

1986年 7月 3日
横浜地裁に再審申し立て

↓

1988年 3月 31日
横浜地裁 棄却決定

↓

1988年 4月 1日

即時抗告
↓

1988年 12月 16日
東京高裁 棄却決定

↓
1988年 12月 24日
特別抗告      _

↓
1991年 3月 15日
最高裁 棄却決定

第 4次請求 第 3次請求 第 2次請求

2002年 3月 15日
第 4次再審申 し立て

1998年 8月 14日
第 3次再審 申 し立 て

↓

2003年 4月 15日
横浜地裁 再審開始決定
横浜地検 即時抗告

↓
2005年 3月 10日
東京高裁 再審開始決定

↓

1994年 7月 27日
第 2次再審申 し立て

↓

1996年 7月 30日
横浜地裁 棄却決定

↓

1996年 8月 1日

即時抗告
↓

1998年 9月 2日
東京高裁 棄却決定

↓

1998年 9月 7日
特別抗告

↓

2000年 7月 11日
最高裁 棄却決定

く,|卜 ■+A)i偽 島芸|ズ芝」4た薇果会

2005年 10月 17日
横浜地裁再審公判 悌 1回

↓

2006年 2月 9日
横浜地裁判決 免訴
即時抗告 ↓

2006年 11月 9日
東京高裁控訴審 (第

↓

2006年 12月 7日
東京高裁控訴審 (第 2回 )

↓

2007年 1月 19日
東京高裁判決 免訴
特別抗告

第 1次請求、最高裁棄却に対する抗議集会

(1991年 5月 14日 、旧 '日仏会館 )
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横浜事件再審請求の歩み (人名、敬称略)

Ь
tti貝炒 孟

|「
Eよ言11ヽ幌曇分紹 樅響躙鶴獣

8:霊含in撥珊す訣 零『蓼∬:鵜帯壽」3を親
とする判決は誤審。

11月 6日 「横浜事件 。再審裁判を支援する会」発足集会。

3:¨
鶉錮魏[織覗拡雖 響

に対してではない。
4月 1日 請求人・弁護団 即時抗告

曜 智9酪 [ゞ謳刺 斃 1頸積 ヒ澁 、3ぶ錯 LT緊 月
「

軸 0

12月 24日 請求人・弁護団 特別抗告

3月 15日  最高裁 棄却決定                   ´

○棄却の理由 =本件の原決定 (東京高裁)が憲法判断を行つたものでないか

ら、という形式的法律論。

1994年

1996Z軍

◆最高裁棄却後、古川 純・専修大教授、古関彰一 。獨協大教授の協力を得て、

賽 lia孟 脇 覗 1    選 警 筆9聾
これをすべての被害者の “突破口"と することが決められた。

7月 27日 第 2次再審申し立て

○請求人 =小野 貞 新一 (長男)信 子 (長女)

○弁護人 三日下部長作 (団長)大 川隆司 (事務局長)ほか。

塚套2帯唐鼻予理VL二」リマ万LⅢう耀薇趙姜謝M論文の編

晉]璽量曇lIチ髯讐重11‖l助  『鵞単]算驚各キベきさ曇
論文でないことが証明されれば、有罪判決の証拠構造は根底から崩れる。

9月 30日  申立人・小野 貞さん逝去

埋兵斃λ経讐縫塁1、紺品面ittI筵爾縫ォ勇増諭靱
政策を批判する大論文だが、共産主義的啓蒙論文ではないことを論証。

Ь
tti湯場 を讐蝙 躙 蚕?∬斃 fよβ諸 婁
あ危|こま考](I寒ζξli力i':お ;:′:1:[lr,II]ビュ:`fi::マ |ようil」 irttI:売

8月 1日  請求人・弁護団 即時抗告
9月 2日 東京高裁 棄却決定

○棄却の理由 =地裁とほとんど同じ
9月 7日 請求人・弁護団 特別抗告

◆ 日弁連 。人権委の中に「横浜事件委員会」設置。これによって、佐藤博史、

横山裕之弁護士らが第 2次請求弁護団に加わる。

1998 ZT
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2000`千第
二
次
請
求

7月 11日 最高裁 棄却決定
棄却の理由=第 1次の棄却理由と同じ形式的法律論
◆ 請求人・弁護団・支援する会、さらなるたたかいを決意。

第
三
次
請
求

1998イ羊

2001`千

2003Z手

2005`軍

2006Z竿

2007`手

8月 14日  第 3次請求申し立て

○ 請求人 =木村まき (故・亨夫人)板井庄作 勝部 元 畑中繁雄 小林佳
一郎 (故・英二郎長男)高木 晋 (故・健次郎長男)平館道子 (故・利雄長女)

由田道子 (故・浩妻)

○ 弁護人=森川金寿 (団長)環 直弥 (主任弁護人)ほか

○ 支援 =「横浜事件の再審を実現 しよう !全国ネットワーク」

○ 請求の理由=①ポツダム宣言受諾の時点で治安維持法は失効した。したがっ
て、失効した同法による判決は無効。②当時、共産党は存在せず、目的遂行
罪は成 り立たない。 ③拷間の事実。

10月  横浜地裁、ポツダム宣言と治安維持法についての鑑定を求めること
を決定。鑑定人は大石 真 。京大教授。

4月 15日 横浜地裁再審開始決定
○ 決定の理由=請求理由①のみを認めた。免訴にするべきで、無罪言い渡し
要望は失当。地検、即時抗告。

3月 10日 東京高裁控訴審 再審開始決定
○ 決定の理由=①地裁採用のポツダム宣言 。治安維持法失効論は学説の一つ

で、直ちに是認できない。 ②それに対し、拷間の事実は明らか。それに基
づく「自白」は信用できない。無罪言い渡しの根拠となる。

10月 17日  横浜地裁再審公判 (第 1回 )

地検、免訴を主張。弁護団、午前と午後にわたり弁論展開。無罪言い渡し
を主張。

12月 12日 公判 (第 2回)ビデオ上映と証人尋問。
2月 9日 横浜地裁判決 免訴
○ 理由=法の廃止や大赦があった場合は免訴と旧刑訴法は規定、判例もある

一―全 くの形式的法律論。
請求人・弁護団 即時抗告。
11月 9日 東京高裁控訴審 (第 1回)裁判長、弁護団の証拠請求をしりぞ
け、実体審理をしない方向を示す。弁護団弁論ののち、次回結審を表明し
たが、抗議によって、次国最終弁論を認めた。

12月 7日 控訴審 (第 2回)弁護団、最終陳述。
1月 19日 東京高裁判決 免訴
○ 判決の理由=横浜地裁免訴判決を上まわる形式論。
○ 請求人・弁護団 特別抗告。

第
四
次
請
求

2002`手

2003`平

′

3月 15日 第 4次申し立て (第 2次の結果をふまえて)

請求人=小野新一 斎藤 (小野)信子
弁護人=日 下部長作 (団長。没後は大川隆司)佐 藤博史 (主任弁護人)ほか

○ 請求の理由 (新証拠=小野予審終結決定書 )=①原有罪判決は、予審終結
決定書における泊会議部分を全文削除したもの。これは当該裁判所が泊会
議を虚構と認定したことだ。大前提が虚構であれば、証拠構造全体が崩壊
する。②審理されなかった細川論文を検討すれば、共産主義的啓蒙論文でな
いことが証明され、これまた全証拠構造の崩壊となる (第 2次で新証拠とは申
し立てなかった今井。荒川鑑定書に、新たに波多野澄雄・筑波大学教授の鑑
定書を加え、新証拠とした)。 ③その他、事実誤認 (7月 中旬編集会議の架
空等)

◆ 担当裁判長の交代 矢村 宏 (第 3次、03年 4月 の決定者)→松尾H召 一 (第

3次、06年 2月 の決定者)→木口信之 (現在)

この間、数次の申し立て理由補充書、検事意見書、それへの反論書、求釈
明書、申し立て人意見書の提出、裁判所への要望 。協議などがつづけられ
てきている。
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森
川
金
寿
先
生
を
偲
ぶ

私
が
横
浜
事
件
に
め
ぐ
り
あ
っ

た
の
は
、
森
川
金
寿
先
生
の
お
か

げ

で
す
。
森
川
先
生
が
中
心
と

な

っ
て

（
と

い
う
よ
り
、
事
実

上
お

一
人
で
）
第

一
次
再
審
申

立
書
を
横
浜
地
裁
に
提
出
さ
れ
た

１
９
８
６
年
７
月
は
、
私
が
東
京

か
ら
横
浜
に
登
録
換
え
を
し
て
か

ら
２
年
も
経
た
な
い
時
で
、
実
は

横
浜
事
件
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「審
理
は
横
浜
地
裁
で
や
る
ん

だ
か
ら
、
キ
ミ
手
伝

っ
て
く
れ
」

第
三
次
再
審
請
求
の
東
京
高
裁
判
決
を
聞
い
て

第
四
次
再
審
請
求
人
　
　
　
小
野
新

一

弁
護
士
　
大
川
隆
司

と
い
う

「鶴
の

一
声
」
で
、
に
わ

か
に
勉
強
を
は
じ
め
た
と
い
う
の

が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
森
川
先

生
は
、
家
永
教
科
書
訴
訟
の
弁
護

団
長
で
あ
り
、
末
席
の
私
か
ら
す

れ
ば
仰
ぎ
見
る
よ
う
な
存
在
で

し
た
。

そ
ん
な

「力
関
係
」
か
ら
、
最

初
は
職
務
命
令
に
従
う
よ
う
な
気

持
ち
で
は
じ
ま
っ
た
、
横
浜
事
件

と
の
つ
き
あ
い
で
し
た
が
、
次
第

に
治
安
維
持
法
の
運
用
実
態
を
中

心
と
す
る
日
本
現
代
史
の
勉
強
が

好
き
に
な
り
ま
し
た
。
森
川
先
生

に
背
中
を
押
し
て
い
た
だ
い
た
お

か
げ
と
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。

第
四
次
再
審
を
何
と
か
モ
ノ
に

し
て
、
先
生
の
墓
前
に
報
告
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

予
想
し
て
い
た
通
り
、
控
訴
棄
却
の

判
決
で
あ
っ
た
。
司
法
の
壁
が
厚
い
と

い
う
か
、
現
状
維
持
に
終
始
し
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

司
法
の
歴
史
的
な
見
直
し
を
し
、
さ

ら
に
発
展
さ
せ
る
発
想
が
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
裁
判
員
制
度
が
始
ま
る
と
い
う

の
に
。

過
去
の
過
ち
を
三
度
と
起
こ
さ
せ
な

い
こ
と
が
大
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。
被

告
人
達
は
既
に
他
界
し
、
遺
族
が
引
き

継

い
で
裁
判
を
行

っ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
遺
族
も
高
齢
化
し
、
早
く
横

浜
事
件
の
真
相
に
せ
ま
る
判
決
を
期
待

せ
ぎ
る
を
得
な
い
。

第
四
次
が
ま
だ
始
ま
ら
な
い
が
、
多

面
的
な
論
理
の
展
開
を
し
な
け
れ
ば
、

切
り
開
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

っ

た
。　
一
審
の
判
決
で
免
訴
と
し
た
原
判

決
で

「無
罪
を
言
い
渡
す
べ
き
新
証
拠

が
あ
る
」
と
説
示
す
る
こ
と
自
体
に
問

題
が
あ
る
と
阿
部
裁
判
長
が
述
べ
た
の

が
気
に
な
る
。
　
　
　
´

横
浜
地
裁
で
免
訴
判
決
が
出
た
時
点

で
、
国
家
賠
償
法
に
基
づ
い
て
請
求
す

る
裁
判
を
起
こ
し
、
そ
の
中
で
無
罪
を

追
求
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
判
示

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
免
訴
判
決
に
対

し
て
の
控
訴

（上
訴
？
）
と
並
行
し
て

行
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思

っ
た
。
多
面
的
な
闘
い
を

挑
ま
な
い
と
、
な
か
な
か
変
わ
ら
な
い

と
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
判
決
で

あ

っ
た
。

‰
Ｆ
や
讐
争

毒
轟
Ｉ
Ｊ
堵

(1986年 「支援する会」発足集会)

森川金寿先生
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◆

「泊
会
議
」
参
加
者
の

一
人

―
―

新
進
政
治
評
論
家

・

「
泊
会
議
」

の

一
人
加
藤
政
治
は

一
九
四
五
年
九
月
四
日
に
釈
放
、　
一
五

日
に
懲
役
二
年

・
執
行
猶
予
三
年
の
判

決
を
受
け
た
あ
と
東
京
新
聞
政
治
部
に

復
社
し
、
記
者
活
動
を
再
開
し
た
。
か

加
藤
政
治山

日
　
正

（東
洋
経
済
社
友
）

た
わ
ら

「彪
二
」
の
名
で
翌
年
四
月
の

総
選
挙
か
ら

『中
央
公
論
』
に
政
治
評

論
を
書
き
始
め
、
五
五
年
八
月
の
急
逝

ま
で
、
知
る
限
り

一
五
本
の
評
論
を
残

し
て
い
る
。
昨
年
七
月
、

紋
左
旅
館

で
橋
本
進
氏

が

「
聞

い
た
名
だ
」
と

洩
ら
し
た
の
が
発
見

の

き
っ
か
け
だ
っ
た
。
以
下

発
表
順
に
紹
介
す
る

（新

聞
は
未
調
査
）
。

①

「
総

選

挙

後

の

政

治

動

向

」
（
中

公
、

１
９
４
６
・
５
）

②

「芦
田
。
片
山

・
野
坂
」

（同

・
６
）

③

「徳
田
・
斎
藤

。
松
本
」

（同

・
７
）

④

「犬
養

。
西
尾

・
金
森
」

（同

。
１０
）
、

⑤

「岐
路
に
立
つ
社
会
党
」

（
４
７
・３
）

⑥

「片
山
さ
ん
へ
の
手
紙
」
（同

・
７
）

⑦

「政
党
の
悲
劇
」
（同
、
５
４
・
６
）

③

「政
局

。
新
聞

。
世
論
」
（同

・
８
）

⑨

「座
談
会

一
国
会
・
暴
力
・
民
衆

（中

村
哲

。
西
島
芳
二

・
遠
山
茂
樹

・
加

藤
彪
二
ご

（世
界
、
５
４
・８
）

⑩
ヨ
ロ
田
の
ケ
ン
コ
ン

一
テ
キ
穴
中
公
・

９
）

①

「社
会
党
は
政
権
担
当
の
実
力
が
あ

る
」
（知
性

・
Ｈ
）

⑫

「座
談
会

¨
そ
の
底
に
流
れ
る
も
の

―
吉
田
退
陣
と
政
界
再
編
成

（浦
松

佐
美
太
郎

。
加
藤
彪
二

。
新
聞
記
者

四
氏
ご

（世
界
、
５
５
ｏ
２
）

⑩

「保
守
安
定
政
権
を
望
む
な
ら
」
（中

公

・
２
）

⑭

「財
界
の
圧
力
を
排
す
―
国
民
の
た

め
の
安
定
政
治
」
（文
芸
春
秋
増
刊
・

２
）

⑬

「
コ
ラ
ム
・革
新
の
根
は
浅
い
」
（世

界

。
４
）
。

四
六
～
四
七
年
は

『
中
央
公
論
』
、

五
四
～
五
五
年
は
『世
界
ヽ
知
性
ヽ
文

藝
春
秋
』

へ
と
広
が
り
、
評
論
界
の

一

角
を
占
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

（途

中
中
断
し
た
訳
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
）
。

終
始
革
新
陣
営
の
共
同
戦
線
を
主
張
し

て
お
り
、
保
守
寄
り
の
常
連
と
比
べ
て

「新
し
い
タ
イ
プ
の
政
治
評
論
家
」
（図

書
新
聞
）
と
見
な
さ
れ
た
の
は
納
得
で

き
る
。
今
読
ん
で
も

（む
し
ろ
今
だ
か

ら
こ
そ
）
内
容
が
生
き
て
い
る
と
感
じ

フ０
。一

方
こ
の
時
期
、
本
名
に
よ
る
特
高

告
訴
人
の

一
人
と
な
り
有
罪
を
勝
ち
と

る
が
、
「
口
述
書
」
で
は
、
逮
捕
後
言

語
に
絶
す
る
テ
ロ
を
受
け
、
乾
性
肋
膜

炎
を
発
病
、　
一
月
半
の
入
院
中
も
血
痰

を
吐
き
な
が
ら
過
酷
な
臨
床
取
調
べ
受

け
た
と
告
発
し
た
。

こ
の
状
況
か
ら
、
私
は
最
初
、
海
外

に
も
目
を
向
け
た
力
強
い
筆
調
の
新
進

評
論
家
と
同

一
人
物
と
は
信
じ
ら
れ
な

か
っ
た
。
残
念
な
が
ら
彼
は
五
五
年
体

制
の
成
立
を
目
前
に
し
て
、
二
九
歳
の

若
さ
で

「結
核
性
脳
脊
髄
膜
炎
」
（朝

日
新
聞
死
亡
記
事
）
で
急
逝
し
た
。
後

遺
症
に
よ
る

「準
獄
中
死
」
と
み
な
す

の
が
適
当
だ
と
思
わ
れ
る

（次
回
に
彼

の
肖
像
を
予
定
）
。

神奈川県特高が「泊会議」 (共産党再建会議)の証拠とした写真。前列右
から2人目が加藤政治氏。後列中央は細川嘉六氏、その左が小野康人氏。

111奎L31'l



7 横浜事件再審裁判を支援する会 No 59

▼
新
し
い
戦
前
を
思
わ
せ
る
昨
今
だ
け

に
、
こ
の
裁
判
に
勝
利
す
る
こ
と
の
重

要
性
が
増
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
体

調
の
具
合
で
出
版
の
Ｏ
Ｂ
会

の
体
験

ツ
ァ
ー
に
行
け
な
く
て
残
念
で
し
た
。

北
川
　
啓

▼
お
世
話
を
お
か
け
し
ま
す
。
も
う
少

し
何
と
か
と
思
い
ま
す
が
カ
ン
パ
ラ
ッ

シ
ュ
で
お
許
し
く
だ
さ
い
。

岩
田
綾
子

▼
真
実
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
願
っ

て
や
み
ま
せ
ん
。
ご
健
闘
を
。

菊
池
由
紀
子

▼
有
罪
取
り
消
し
、
無
罪
を
勝
ち
取
り

ま
し
ょ
う
。

吉
田
　
尚

▼
Ｈ

。
１０
付
朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、
東

京
高
裁
は
証
拠
請
求
を
退
け
、

１２

・
７

に
結
審
す
る
と
の
こ
と
。
無
罪
で
は
な

く
免
訴
に
な
る
模
様
。
な
ぜ
無
罪
と
し

な
い
の
か
？
　
と
思
い
ま
す
。福

田
　
詢

▼
新
聞
を
読
み
、
再
客
裁
判
は
門
前
払

い
と
は
―
　
悲
し
い
で
す
。
最
後
ま
で

頑
張

っ
て
く
だ
さ
い
。

酒
井
　
広

▼
種
々
な
事
件

（言
論
）
が
あ
り
ま
す

が
、
も
っ
と
も
大
事
な
の
が
本
件
だ
と

思

っ
て
い
ま
す
。
少
し
で
す
が
カ
ン
パ

で
す
。

小
木
　
宏

▼
大
変
で
す
が
頑
張
っ
て
下
さ
い
。

田
浦
　
勉

▼
再
審
訴
訟

の
前
進
を
願

っ
て

い

ま
す
。

秋
田
　
弘

▼
東
京
高
裁
結
審
と
の
こ
と
。
裁
判
の

し
く
み
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
裁

判
官
は
、
憲
法
に
も
と
づ
き
良
心
に
も

と
づ
い
て
判
決
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？
　
裁
判
官
自
身
が
憲
法
違
反
な
の

で
は
と
皮
肉
を
言
い
た
く
な
る
気
分
で

す
。
遺
族
の
方
た
ち
の
無
念
を
晴
ら
す

理
解
す
る
の
は
そ
ん
な
に
も
難
し
い
の

で
し
ょ
う
か
。

森
田
敏
彦

▼
東
京
高
裁
の
判
決
に
憤
憑
や
る
か
た

な
い
気
分
で
す
。
な
ぜ
冤
罪
に
６。
年
余

あ
え
い
だ
人
間
の
気
持
ち
を
汲
み
取
ろ

う
と
し
な
い
の
で
し
ょ
う
。
権
力
側
と

司
法
の
お
ご
り
と
対
面
の
た
め
と
し
か

思
え
ま
せ
ん
。

井
汲
穎
子

▼
何
も
で
き
ま
せ
ん
が
応
援
し
て
い

ま
す
。

篠
原
中
子

▼
高
裁
判
決
は
歴
史
を
見
て
い
な
い
。

ひ
ど
い
の

一
言
だ
。

田
口
信
行

▼
森
川
先
生
の
訃
報
を
ニ
ュ
ー
ス
で
知

り
、
こ
の
事
件
に
か
か
っ
て
い
る
時
間

の
経
過
を
改
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。
で

す
が
、
決
し
て
事
件
を
風
化
さ
せ
た
く

な
い
と
も
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
に
危
う

い
世
情
で
は
、
同
じ
過
ち
を
犯
し
か
ね

ま
せ
ん
。

よ
し
だ
ゆ
う
こ

▼
特
別
な
ご
協
力
が
で
き
な
く
て
申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
に
機
会
を

見
て
ぜ
ひ
会
合
に
出
席
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
森
川
先
生
本
当
に
ご
苦
労
様
で

し
た
。
心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す
。

川
崎
光
成

▼
７
月
の
体
験
ツ
ア
ー
は
と
て
も
充
実

し
て
い
ま
し
た
。
泊
の
町
並
み
、
紋
左

旅
館
、
到
着
早
々
散
歩
し
て
き
た
海
岸
、

全
て
が
静
か
で
落
ち
着
い
て
お
り
、
故

郷
に
帰

っ
た
よ
う
な
幸
せ
な
気
分
に
浸

り
ま
し
た
。
特
に
気
に
入

っ
た
の
が
、

細
川
嘉
六
氏
が
ご
両
親
の
た
め
に
立
て

た
自
然
石
の
お
墓
。
若
い
母
親
を
思
わ

せ
る
よ
う
な
ふ
っ
く
ら
と
し
た
丸
み
が

な
ん
と
も
暖
か
く
魅
力
的
で
嘉
六
氏
の

優
し
さ
が
し
の
ば
れ
、
今
も
目
か
ら
離

れ
ま
せ
ん
。

大
城
美
智
子

▼
い
つ
も
変
わ
ら
ず
活
動
し
て
い
る
こ

と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
会
費
を
納
め

る
の
み
に
て
何
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
勉

強
い
た
し
ま
す
。

田
沼
祥
子

▼
今
ま
で
支
援
者
で
あ
っ
た
藤
田
照
明

は
昨
年
十
二
月
二
十
四
日
病
の
た
め
死

亡
致
し
ま
し
た
。
し
た
が

っ
て
妻
の
私

が
た
い
し
た
力
に
も
な
り
ま
せ
ん
が
通

信
を
読
む
だ
け
の
支
援
を
引
き
継
い
で

行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

藤
田
ふ
み
い

▼
会
費
と
カ
ン
パ
を
少
し
だ
け
致
し
ま

す
。
教
育
基
本
法
を
つ
く
り
か
え
、
私

た
ち
の
大
事
な
憲
法
に
も
手
を
伸
ば
そ
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う
と
し
て
い
る
安
倍
内
閣
。
戦
前
の
国

民
に
何
も
言
わ
せ
な
い
時
代
を
繰
り
返

さ
な
い
た
め
に
も

一
層
頑
張

っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

青
年
劇
場

。
亀
井
幸
代

▼
小
野
さ
ん
、
斉
藤
さ
ん
の
闘
い
を
微

力
で
も
支
援
し
た
く
、
勝
利
の
最
後
ま

で
会
費

を
続

け
さ
せ

て

い
た
だ
き

ま
す
。

山
川
次
郎

▼
い
つ
ま
で
も
明
治
憲
法
が
生
き
て
い

る
司
法
の
世
界
に
は
、
た
だ
た
だ
、
あ

き
れ
る
ば
か
り
で
す
。

宮
本
ひ
さ
子

▼
会
費
遅
れ
ま
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
私

の
周
り
も
高
齢
化
で
亡
く

な
っ
た
人
や
介
護
の
い
る
人
な
ど
増
え

て
い
っ
て
毎
日
の
日
々
に
追
わ
れ
て
い

る
状
態
で
す
。
皆
さ
ん
の
、
強
い
意
志

で
対
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
は
い
つ

も
尊
敬
し
て
お
り
ま
す

岡
田
富
久
子

▼
免
訴
の
こ
と
は
た
だ
が

っ
か
り
で
し

た
が
、
今
年
こ
そ
最
も
よ
い
結
果
で
あ

る
こ
と
を
信
じ
て
お
り
ま
す
。
私
ご
と

き
が

い
う
の
も
変
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
日
本
の
裁
判
は
お
か
し
い
と
思
い

ま
す
。
裁
判
長
は
話
を
聞
こ
う
と
も
し

な
い
。
こ
の
ご
ろ
は
、
共
謀
罪
な
ど
昔

に
返
っ
た
か
の
よ
う
で
、
若
い
方
に
は

戦
前
の
治
安
維
持
法
の
恐
ろ
し
さ
が
解

ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
も

横
浜
事
件
の
真
相
を
、
知

っ
て
ほ
し
い

と
思

っ
て
い
ま
す
。
私
は
二
月
七
日
で

九
四
歳
に
な
り
ま
す
。
共
謀
罪
に
は
心

か
ら
反
対
し
ま
す
。

横
山
　
新

〈
十
月
〉

出
版
Ｏ
Ｂ
会
泊
体
験
ツ
ア
ー

〈
十

一
月
〉

斎
藤
信
子
　
千
葉
良
信

菊
池
由
紀
子
　
宇
田
健
　
俵
義
文

香
川
良
成
　
実
方
義
雄
　
大
城
美
智
子

清
水
英
夫
　
本
田
敏
行
法
律
事
務
所

よ
し
だ
ゆ
う
こ
　
鈴
木
三
男
吉
　
佐
川

隆
彦
　
宮
脇
俊
介
　
森
田
敏
彦
　
今
井

清

一　

山
口
正
　
田
浦
勉
　
野
々
村
餃

原
満
三
寿
　
松
岡
喜
美
栄
　
間
島
弘

石
原
春
男
　
亀
井
幸
代
　
水ヽ
田
誠

伊
藤
清
　
伊
藤
千
里
　
山
川
次
郎

〈
十
二
月
〉
岩
波
労
組
　
斎
藤
信
子

橘
裕
典
　
一昌
田
和
言
　
売注
田
宏
　
上
舘

良
継
　
小
嶋
敏
子
　
横
川
定
司
　
斉
藤

文
雄
　
近
藤
正
巳
　
大
槻
道
夫
　
横
山

新
　
小
森
修
　
平
館
道
子
　
水ヽ
田
誠

梅
田
正
己
　
金
子
さ
と
み
　
飯
塚
直

〈
一
月
〉
横
山
新
　
深
代
典
子
　

水ヽ
田

誠
　
出
版
労
連
　
斎
藤
信
子
　
水
上
人

江
第
二
次
再
審
公
判
を
傍
聴
し
ま
し

た
。
裁
判
は
い
っ
た
い
誰
の
た
め
の
も

の
な
の
か
？
　
法
の
解
釈
論
を
聞
き
た

い
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
最
後
ま
で
再

審
の
意
義
を
逸
脱
し
て
い
る
と
し
か
言

い
よ
う
の
な
い
高
裁
裁
判
官
、
悲
し
い

ま
で
に
血
の
通
わ
な
い
も
の
で
し
た
。

捏
造
を
あ
ば
く
第
四
次
の
再
審
請
求

に
司
法
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の

か
、
司
法
の
本
質
が
現
れ
る
裁
判
と
な

り
ま
し
ょ
う
。
皆
様
の
ご
支
援
を
重
ね

て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
回
も
更
新
さ
れ
て
い
な
い
方
に
は

振
替
用
紙
を
同
封
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

北
日
本
放
送
で
二
月
二
五
日
、
横
浜

事
件
を
取
り
上
げ
た
番
組

「
一
枚
の
写

真
か
ら
」
が
放
映
さ
れ
ま
し
た
。
泊
の

紋
左
旅
館
の
庭
で
写
し
た
問
題
の
写
真

で
す

（本
号
６
頁
に
掲
載
）
。

ス
タ
ッ
フ
の
金
沢
敏
子
さ
ん
は
、
写

真
に
写
っ
て
い
る
方
々
の
関
係
者
に
積

極
的
に
取
材
さ
れ
て
、
小
野
新

一
さ
ん
、

斎
藤
信
子
さ
ん
、
平
館
道
子
さ
ん
等
、

協
力
い
た
だ
い
た
よ
う
で
す
。
裁
判
所

に
も
毎
度
傍
聴
に
見
え
て
い
ま
し
た
。

よ
い
作
品
が
で
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

（金
田
）

入会の申し込み・会費納入先~/ヽ
フ、 Vノ ■デ 1ン 火全υノ`   ノヽ 夕く‖1「 J′ ヽノし

〒 1010064千 代田区猿楽町 14-8

松村ビル 401

横浜事件再審裁判を支援する会

te1/fax 03-3291-8066

(年会費〉個人 :2000円 、団体 :5000円

●郵便振替 00130-7-150641

●銀行振込 みずほ銀行九段支店

普通預金口座 1478864

横浜事件再審裁判を支援する会


